
 

 

 

 

 

 

 

 

 

96条改憲 

自民・維新除き各党も批判 

笠井議員･共『96条改憲は憲法を憲法でなくす禁じ手」と主張 
衆議院憲法審査会が 5 月 9 日午前 9 時から開催されました。テーマはいよいよ第 9 章改

憲手続き＝第 96 条の「検証」でした。 

【審査会の状況は別添「共同センターNEWS257 号参照〔2 ㌻〕。審査会速記録〔未定稿〕

を別添します〔31 ㌻〕】 

 

当面の取り組みと行動日程 

96 条改憲を参院選の公約にすると繰り返し発言する安倍首相。しかし、昨日の憲法審査

会のように、自民党と維新の会以外の委員は、改憲派と思えるような政党の委員も、96 条

改憲に反対や先行論に異議を唱えるなど、参院選を前に有権者を意識したともおもえる対応

が目立ちました。憲法をめぐる緊迫した情勢の下、草の根の学習、宣伝、対話を重視してと

りくみつつ、東京では以下のような当面の行動を行ないます。積極的なご参加を。 

 

本日･10 日 共同センター・東京共同センター合同の都内 5 つの大ターミナルで宣伝 

上野駅丸井前／新宿駅西口／品川駅港南口／池袋東口／立川駅（北口 2 階デッキ） 

いずれも午後 6 時から 

 

5 月 15 日（水）11 団体院内集会＆議員要請 午後 1 時 30 分～ 衆 1-3 

 

5 月 21 日（火）5・3 憲法集会実行委員会「立憲主義を破壊し、憲法改悪を容易にする 96

条改憲に反対する 5・21 院内集会」 午後 1 時 30 分～3 時 参院 101 会議室 

 

6 月 5 日（水）憲法改悪反対共同センター院内集会･署名提出･議員要請行動 午後 1 時 30

分～ 衆議院議員会館大会議室 

 

なお、九条の会の日程は以下のとおりです。 

○記者会見 5 月 17 日（金）午後 3 時～ アルカディア市ヶ谷 白山の間（7F） 

○事務局主催学習会「安倍政権の改憲に立ち向かう」 6 月 8 日（土）午後 1 時 30 分～ 

 韓国 YMCA（水道橋） 講師:川口創弁護士／山内敏弘一橋大学名誉教授  
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